
国際テロリスト財産凍結法 改正の概要
現行資産凍結制度の枠組み

 大量破壊兵器関連計画等関係者への対応
安保理決議で指定された大量破壊兵器関連計画等関係者を財産
の凍結等の措置（下記①及び②）の対象に追加する。
 金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産への対応
金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産（暗号資産等）
に係る債務の履行を受けること等を財産凍結等対象者が許可を受け
るべき行為に追加する。

改正法による措置

【規制対象行為】
・贈与、貸付けを受けること
・預貯金の払戻しを受けること、預貯金口
座から送金すること 等

国民・
一般事業者

財産凍結等対象者
①許可制 ②提出命令

（仮領置）

金銭等の規制対象財産の贈与
を受けること等一定の行為をしよう
とするときは、都道府県公安委員
会の許可が必要。

（※）赤字は今次改正による措置。

対象 居住者間取引
（国内取引） 対外取引

国際テロリスト 財産凍結法 外為法

大量破壊兵器
関連計画等関係者

今次改正で措置 外為法

規制対象財産のうち、テロ行為
又は大量破壊兵器等の開発等
に使用されるおそれがないと認めら
れるもの以外の財産について、都
道府県公安委員会が仮領置する
ことができる。

国際テロリスト財産凍結法においては、国際テロ
リストが行う居住者間取引（国内取引）に対する
財産の凍結等の措置のみを実施。

+
・金銭以外のその財産的価値の移転が
容易な財産（暗号資産等）の移転を
行うこと 等

○ 公告国際テロリスト
・ タリバーン関係者
・ ISIL及びアル・カーイダ関係者 等

○ 公告大量破壊兵器関連計画等関係者
・ 北朝鮮やイランの大量破壊兵器等の開発等に
関する計画等に関与する者 等

（※）安保理決議等で指定された者を公告。

都道府県
公安委員会

国内

 題名の改正
「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ

我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法」に改正する。


